
 

 

 

平成３０（２０１８）年７月１９日【木】 

                          於 栃木県公館 大会議室 

 

 

 

 

 

第１７３回 栃木県都市計画審議会 

会 議 録 

 



 - 1 -

１．開催日  平成 30（2018）年７月 19 日（木） 

 

２．開催場所 栃木県公館 大会議室 

 

３．出席委員 16 名 

 

福 田 委 員、藤 島 委 員、森 本 委 員、 

荒 井 委 員、青 山 委 員、稲 葉 委 員、 

河田委員(代) 、泊委員(代)、浅川委員(代)、坂口委員(代)、 

齋 藤 委 員、小 菅 委 員、 

山 田 委 員、中 島 委 員、神 谷 委 員、 

井 川 委 員 

 

※(代)は代理出席であり、２号委員（関係行政機関の職員）については栃木県都市計

画審議会規程により代理出席が認められております。 
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午後１時３０分 開会 
○事務局 それでは、ただいまから第１７３回栃木県都市計画審議会を開会いたします。 

最初に、委員に異動がございましたので、新任委員を御紹介いたします。 

  １号委員に足利大学講師 藤島博英委員が任命されております。 

○２番（藤島委員） 足利大学の藤島です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく宇都宮大学教授 大森宣暁委員が任命されております。本日は所用により御欠席です。 

  同じく弁護士 柾智子委員が任命されております。本日は所用により御欠席です。 

  同じく建築士 荒井敦子委員が任命されております。 

○６番（荒井委員） 建築士の荒井です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく栃木県商工会連合会専務理事 稲葉光二委員が任命されております。 

○８番（稲葉委員） 稲葉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ３号委員に矢板市長 齋藤淳一郎委員が任命されております。 

○１３番（齋藤委員） 矢板市長の齋藤淳一郎でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 ４号委員に栃木県議会議員 山田みやこ委員が任命されております。 

○１５番（山田委員） 県議会議員の山田みやこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく栃木県議会議員 神谷幸伸委員が任命されております。 

○１７番（神谷委員） 県議の神谷幸伸です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 ５号委員に栃木県市議会議長会会長 井川克彦委員が任命されております。 

○２０番（井川委員） 井川です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 以上で今回、新たに委員となられた方の御紹介を終わります。 

  開会にあたり、県を代表して、江連県土整備部長から御挨拶申し上げます。 

○栃木県県土整備部長 皆さんこんにちは。県土整備部長の江連でございます。会議の開催にあたりま

して一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、大変御多用の中、今年度最初の審議会に御出席を賜り、また、日ごろから県政全般にわた

りまして御理解・御協力をいただいております。この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げま

す。 

まず冒頭に、先ごろ発生いたしました西日本豪雨においてお亡くなりになられました皆様に深く哀

悼の意を表しますとともに、被害に遭われました皆様に心よりお見舞いを申し上げるところでござい

ます。 

栃木県におきましても、平成２７年９月の関東・東北豪雨で大変大きな被害が発生したところでご

ざいますが、改めまして、大規模な自然災害がいつどこで起きるかわからないということを再認識し、

災害に強い県土づくりのさらなる推進の重要性を肝に銘じたところでございます。 

さて、全国の多くの地方都市においては、本格化する人口減少・超高齢社会の中で、「都市のスポ

ンジ化」といわれるような市街地の空き地・空き家への対応が大きな課題となっております。そうし

た課題の解決のためには、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを目指して、多様な主体
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が相互に連携して総合的に取り組んでいくことが強く求められております。 

こうした中、栃木県では昨年度から、本審議会に専門委員会を設置し御意見・御提案をいただきな

がら、栃木県の都市計画、まちづくりの基本方針となる都市計画区域マスタープラン及び都市ビジョ

ンの改定作業を進めているところでございます。 

本日の会議では、都市計画道路の変更に係るもの２件、産業廃棄物処理施設の敷地の位置に係るも

の２件について審議をいただきますとともに、都市計画区域マスタープラン改定作業等の中間報告を

予定しております。 

委員の皆様方には、それぞれの専門的なお立場から広く御審議をいただき、忌憚のない御意見をい

ただきますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局 なお、本日は委員２０名のうち出席者は１６名となっておりますことから、栃木県都市計画

審議会条例第５条の規定による定足数に達していますことを御報告いたします。 

  次に、本日の議長についてでございますが、第１７２回をもちまして簗瀬会長が御退任されました

ので、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定に基づく会長職務代理者であります森本委員に

お願いしたいと思います。森本委員は議長席に御移動願います。 
（森本委員、議長席に着く） 

○議長 本日は、第１７３回栃木県都市計画審議会を開催しましたところ、委員の皆様には御多用中に

もかかわらず御出席いただきましてありがとうございます。 
  前会長からあらかじめ御指名をいただいておりましたので、会長が決定するまでの間、議長を務め

てさせていただきます。 
  早速ですが、会長の選出を行いたいと思いますので、お手元の審議会条例及び委員名簿を御覧いた

だきたいと思います。 
  会長につきましては、栃木県都市計画審議会条例第４条第１項の規定により１号委員の中から委員

の選出によって定めることになっております。これにつきまして、いかが取り計らえばよろしいでし

ょうか。         
○委員 会長の推薦をさせていただきたいと存じます。都市計画審議会の会長という役職は、都市計画

に関して幅広い知識を有する方が最適であるという考えから申し上げますと、早稲田大学の教授とし

て都市計画に関して豊富な実績と高い見識をお持ちであり、また、この審議会の１号委員を長年お務

めいただいて貢献されている森本委員が会長として最適任者ではないかと考えております。 
したがいまして、私は森本委員を会長に推薦させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
○議長 ただいま、委員から、会長には森本をと御推薦がありましたが、ほかに御推薦はございません

でしょうか。 
  それでは、お諮りいたします。森本を会長に選任することについて御異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長 それでは、異議なしとのことでございますので、森本を会長に選任したいと思います。 
○事務局 ありがとうございました。それでは、森本委員には会長就任の御挨拶をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
○会長（議長） 改めまして、早稲田大学の森本でございます。ただいま会長に御推薦いただき、会長

という重責を担うことになりました。 
  私が栃木県に来たのは平成６年４月でございまして、２０年間宇都宮大学に勤務しておりまして、

数えて今年で２４年目になるわけでございます。その間、栃木県の都市計画行政に関わってまいりま

したが、２４年間大変いろいろなことがございました。 
  赴任した当初は、バブルがちょうどはじけたくらいの時期から人口がやや増加、そして２００５年

くらいをピークに栃木県人口も減少傾向に転じています。これは全国的な傾向とほぼ同じ形になって

おります。その後、幾つかの災害に見舞われ、数々の苦難はありながら栃木県は継続的に発展してき

たと認識しております。 
  さて、都市計画というのは非常に長いスパンで物事を考える学問の一つでもございます。皆様には

１０年、２０年先の栃木県のあり方を想像しながら議論していただくという、大変難しい御判断をし

ていただくことになろうかと思います。 
先ほど冒頭、部長から御挨拶にありましたように、人口減少がますます進んでおります。その中で

コンパクトなまちづくりをするということで、各自治体がさまざまなアイデアを出しております。 
具体的に申しますと「立地適正化計画」という計画を策定していますが、本県で今策定中のところ

が１１市１町ございます。それぞれ独特な計画を出しているのですが、昨年あたりから国でさまざま

な議論がされています。全国で今４００を超える自治体が具体的な取組をしているのですが、その中

には極めて絞り込みの弱いところ、つまり都市機能誘導区域がきちんと絞り込めていないような場所

が指摘されています。国交省は、昨年から計画内容を吟味して、各自治体が出してきた案を相互に比

較しながら、一定の基準作りの検討に入っています。もちろん栃木県の１１市１町では独自の計画が

策定されつつあると思いますが、ぜひこういった国の動きなども考慮に入れることも重要です。１１

市１町や今策定していない市町村も含めて栃木県全体のバランスをとっていただくという意味で、今

日報告させていただきます区域マスタープランは非常に重要な役割を担っていると思っております。

各市町村が元気に２０３０年、２０４０年と継続的に発展していただけますように、この都市計画審

議会が役割を担いつつ、微力ながら私もお手伝いしたいと思います。 
かねてより私の力は限られております。皆様の御指導や御支援を賜りまして、円滑かつ公平な審議

に努めていくつもりでございます。御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
○事務局 ありがとうございました。 
  続きまして、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定により、会長が会長職務代理者をあら

かじめ指名することとなっておりますので、森本会長から１号委員のうちどなたかを御指名いただき

たいと思います。 
○会長（議長） それでは、規定で会長が指名するということでございますので、私から指名させてい
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ただければと思います。 
  会長職務代理者として大森委員にお願いしたいと思います。本日は欠席ですが、大森委員は今、宇

都宮大学の教授で、都市計画にも非常に精通しておられまして、宇都宮市の都市計画審議会の会長も

歴任しておられます。経験十分だということで私から推薦させていただきます。皆様いかがでしょう

か。 
（「異議なし」の声あり） 

○会長（議長） ありがとうございます。大森委員には次回御挨拶をいただくことにしまして、事務局

の方から大森委員に会長職務代理者就任の説明をお願いしたいと思います。 
○幹事（栃木県都市計画課長） はい、承知しました。   
○事務局 それでは、第１７３回栃木県都市計画審議会に付議された議案について、御審議をお願いい

たします。議事の進行につきましては、森本会長よろしくお願いいたします。 
  なお、撮影はここまでとさせていただきますので、報道関係の皆様方にはよろしくお願いいたしま

す。 
○議長 それでは議事を進めさせていただきます。 
  まず議事録署名委員ですが、１番の福田委員、８番の稲葉委員を指名させていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
本日の案件ですが、お手元の「次第」にございますように、「宇都宮都市計画道路の変更について」

のほか付議案件が４件、報告案件が２件ございます。 
なお、審議会は、栃木県都市計画審議会規程第１２条の規定において、「栃木県情報公開条例」第

７条に定めております、個人の権利や利益を害するおそれがある事項などを審議する場合や、公開す

ることにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合を除き、原則公開となってお

ります。 
本日は１名の方から傍聴希望がございますので、傍聴を認めることにいたしたいと思います。傍聴

される方は、傍聴要領に従い、会議が円滑に進むよう御協力をお願いいたします。 
それでは、第１号議案「宇都宮都市計画道路の変更について」を議題といたします。 

  この議案につきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 幹事で都市計画課長の内田でございます。説明は座ったままでさせて

いただきます。 

第１号議案について御説明いたします。「議案書」２ページの計画書並びに３ページの位置図を御

覧ください。 

今回の変更対象路線は、３ページに赤色で表示しております「３・４・１号宇都宮栃木線」でござ

います。 

本路線は、宇都宮市松原２丁目を起点として、壬生町大字壬生甲を終点とする延長約２０，２６０

ｍの幹線街路で、宇都宮市の内環状線の一部を構成するとともに、宇都宮市と壬生町、栃木市の都市

間を連絡する機能を担っております。 
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今回の変更は、宇都宮市桜地区において交通の現状及び将来の見通しを勘案して横断歩道橋を追加

し、都市計画道路の区域の一部を変更するものでございます。 

詳細につきましては、お手元のＡ３版の「参考資料」を使って御説明いたします。１ページを御覧

ください。 

今回変更する箇所は、「１ 位置図」のとおり、宇都宮市街地の青い破線で囲っている部分で、それ

を拡大したものが右側の「２ 平面図」となっております。 

平面図Ａと記載している箇所について、橙色で示している現在の都市計画道路区域から、赤色で示

したとおり横断歩道橋設置に要する敷地を拡幅して変更しようとするものでございます。 

「３ 横断図・側面図・断面図」は、Ａ地点から北側に向かって見たときの、道路横断図・横断歩

道橋側面図でございます。当該部分の道路は、幅員３０ｍの４車線でございます。 

今回の変更箇所においては、その東側に位置しております桜小学校の多くの児童が既存の横断歩道

橋を渡り通学しております。このようなことから、本路線を横断する児童をはじめ歩行者の安全性の

向上を図るため、既存の横断歩道橋と同じ位置に新たに横断歩道橋を設置することに伴い、それに要

する区域を追加し、道路区域の変更を行うものでございます。 

なお、本変更案につきましては、平成３０年４月１０日から４月２４日までの２週間、公衆の縦覧

に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。 

また、本件につきましては、関係市町である宇都宮市に意見を聴取しましたところ、平成３０年５

月２４日付で異存ない旨の回答を得ております。 

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には審議を進めていただきたいと思います。御質

問や御意見がございましたらお願いしたいと思います。 

  特に御質問や御意見がないようですので、本件については、原案どおり議決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。御異議がございませんので、本件については、原案どおり議決いたし

ます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長 続いて第２号議案「足利佐野都市計画道路の変更について」を議題といたします。 
  この議案につきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第２号議案について御説明いたします。「議案書」５ページの計画書

並びに６ページの位置図を御覧ください。 

今回の変更対象路線は、６ページに赤色で表示しております「３・５・１０１号毛野西新井線」で

ございます。 

本路線は、足利市山川町を起点として、足利市西新井町を終点とする延長約７，３００ｍの幹線街

路で、渡良瀬川によって分断されております足利市中心市街地の一体性を確保するとともに、都市環
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状道路の一部として、都市内交通の円滑化を図る役割を担っております。 

今回の変更は、足利市の交通の現状、将来の見通し等を勘案し、足利市山辺地区において都市計画

道路区域の一部を変更するものでございます。 

詳細につきましては、別添の「参考資料」を使って御説明いたします。２ページを御覧ください。 

今回変更する箇所は、「１ 位置図」の左下の青色の破線で囲っている部分で、それを拡大したもの

が「２ 平面図」となっております。 

平面図のＢと記載している道路終点部において、橙色で示した現在の都市計画道路から、赤色の線

で示したとおり線形等を変更しようとするものでございます。 

「３ 横断図」は、Ａ・Ｂそれぞれの地点から南側に向かって見た場合の道路横断図を示したもの

でございます。Ａの標準が全幅１５ｍ、Ｂの交差点部が右折車線を含む全幅２１ｍでございます。 

今回の変更は、「２ 平面図」の右上の交差点部から、国道５０号との交差点である西新井交差点ま

での区間について、自動車の走行性・安全性のさらなる向上を図るため、国道５０号との交差点部の

形状と、一部区間について道路線形を変更するものでございます。 

なお、本変更案につきましては、平成３０年４月１０日から２４日までの２週間、公衆の縦覧に供

しましたが、意見書の提出はございませんでした。 

また、本件につきましては、関係市である足利市に意見を聴取しましたところ、平成３０年７月３

日付で異存ない旨の回答を得ております。 

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には審議をしていただきたいと存じます。御質問

や御意見はございますか。 

よろしいでしょうか。「なし」という声も出ていますが、特になければ、本案件については、原案

どおり議決することに御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。御異議がございませんでしたので、本案件については原案どおり議決

いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長 それでは、第３号議案「宇都宮都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置に

ついて」を議題といたします。 
  この議案につきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第３号議案について御説明いたします。「議案書」の８ページの計画

書並びに９ページの位置図を御覧ください。 

本案件は、建築基準法第５１条ただし書きの規定によりまして、９ページの右下にお示ししており

ます鹿沼市内の赤の区域に民間事業者が計画いたします「産業廃棄物処理施設」の敷地の位置が、都

市計画上支障がないかどうか御審議いただくものでございます。 

説明に入る前に、根拠となる建築基準法第５１条ただし書きについて御説明いたします。「参考資
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料」の３ページを御覧ください。 

建築基準法第５１条では、「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場」や「その他政令で定

める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画において敷地の位置が決定しているものでなければ

新築又は増築してはならない」とされております。 

また、ただし書きといたしまして、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が

都市計画上支障がないと認めて許可した場合においてはこの限りではない」とされております。その

他政令で定める産業廃棄物処理施設については、参考資料３ページの下に枠囲いで示しております。 

それでは、第３号議案の詳細につきましては、特定行政庁の事務を所管しております鹿沼市建築指

導課長から御説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○特定行政庁（鹿沼市建築指導課長） 鹿沼市建築指導課長の大橋でございます。どうぞよろしくお願

いします。着座のまま説明させていただきます。 

それでは、第３号議案について御説明申し上げます。お手元の「参考資料」の４ページを御覧くだ

さい。 

本案件は、鹿沼市において一般廃棄物及び産業廃棄物のそれぞれ専用の炉を設け焼却処理を行って

おります事業者が、現在２基ある焼却施設のうち、一般廃棄物焼却施設１基について稼動後２０年を

経過したため、老朽化による処理能力の大幅な低下や設備の不具合が頻繁に発生し、それに伴う緊急

停止が近年増加していることから、焼却炉の更新及び更新に伴う敷地の拡張を行おうとするものでご

ざいます。 

本施設は、平成７年及び平成１８年に産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、建築基準法第 

５１条ただし書きの許可を受けておりますが、今回の炉の更新により、廃プラスチック類、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残さ、廃油の焼却施設の現在の焼却処理能力の１．５倍を超えますとと

もに、新たに廃酸・廃アルカリ・ガラスくず等の処理能力を追加しますこと、また、敷地面積につい

て、９，９４９．５９㎡から２７，４８３．８９㎡に拡張することから、改めて建築基準法第５１条

の許可を取得しようとするものでございます。 

左上の「１ 位置図」を御覧ください。当該敷地の位置は図面下に赤色で示しております。 

施設の位置につきましては、鹿沼市の南東部に位置し、流通業務団地の西側に近接しております。

また、当該敷地は市街化を抑制する地域である市街化調整区域に指定されております。周辺は主に平

地林で覆われ、現状では当該敷地と既存集落等とは隔離された状態が保たれており、将来的に建築物

等の立地が極めて低い場所であることから、本施設は、周辺の土地利用に支障はないものと考えてお

ります。 

本施設への搬入・搬出経路ですが、主に位置図に黄色の実線で示しました東北縦貫自動車道、主要

地方道宇都宮楡木線、鹿沼市道を経由いたしまして搬入・搬出を行う予定でございます。 

この施設に至る道路のうち最も幅員の狭い部分は、敷地南側の市道で、最低でも６ｍの幅員を有し

ておりますとともに、一般の車両等が通行する路線ではないことから、交通上の支障はないものと考

えております。 
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本施設における処理の主な流れでございますが、資料左下の「２ 施設の概要」のフロー図を御覧

ください。 

搬入されました産業廃棄物は、焼却施設で焼却処理をし、焼却処理に伴い発生する燃え殻、ばいじ

んを搬出いたします。搬出先におきましては、再生骨材等にリサイクルまたは埋め立て処分されるこ

ととなっております。 

次に、「３ 施設配置図」を御覧ください。現在、一般廃棄物は黄色に着色した焼却施設、産業廃棄

物はグレーに着色した焼却施設のそれぞれの専用の炉において処理しておりますが、一般廃棄物と産

業廃棄物の相互処理はできず、非常災害時の自治体等からの一般廃棄物の受け入れ要請に応え切れな

いこと、また、一般廃棄物のみでは安定的な受け入れ調整が難しいことから、今回、黄色に着色した

一般廃棄物専用の焼却炉は廃止し、一般廃棄物と産業廃棄物を混焼できるよう、ピンクに着色した炉

を新設いたします。 

新設する焼却施設と既存の焼却施設の処理能力についてですが、「２ 施設の概要」の中央、ピンク

の欄を御覧ください。品目ごとの最大処理能力としては１日当たり廃プラスチック類が１１１．９１

ｔ、紙くずが２３３．５４ｔ、木くずが２１０．６７ｔ、繊維くずが２０６．２７ｔ、動植物性残さ

が２５７．２６ｔ、廃酸・廃アルカリ・ガラスくず等が６３．３６ｔ、廃油が８５．０７ｔ、汚泥が

２７３．５０ｔ、一般廃棄物が１２６．６５ｔでございます。 

資料右側の「３ 施設配置図」を改めて御覧ください。これまで、本施設の敷地は赤の破線で示し

ております区域でございましたが、赤色で示しております廃棄物処理棟、電気室棟、ばいじんヤード、

燃え殻ヤード、管理事務所棟の計５棟の建築物の建築及びピンク色で示しております焼却施設の計画

に伴いまして、敷地を赤の実線で示しております区域に拡張いたします。 

なお、既存の焼却施設を稼動しながら更新を行うことから、隣接する敷地を拡張し、更新する焼却

炉を建設するスペース、焼却炉の保守点検・整備に必要なスペース、搬入・搬出等の車両が待機でき

るスペース、作業員が安全かつ良好な環境で行える作業空間等を確保するための計画となっておりま

す。 

今回の計画にあたりまして、周辺地域の生活環境に及ぼす影響につきましては、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」に基づき、大気質、騒音及び振動等に関する生活環境影響調査を実施したとこ

ろ、いずれも基準を下回っており、周辺地域の生活環境への影響は特に問題はないものと考えており

ます。 

また、本事業者は、関係自治会との生活環境保全協定を締結しております。 

なお、本施設につきまして、一般廃棄物の焼却処理も行いますことから、鹿沼市都市計画審議会に

付議しましたところ、都市計画上支障ない旨の答申を得ております。 

以上のことから、本施設の敷地の位置につきましては、都市計画上支障がないものと考えておりま

す。 

第３号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様に審議をしていただきたいと思います。
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御質問、御意見はございますか。 

○委員 １点だけ質問させてください。先ほどの「施設の概要」の廃棄物処理能力ですが、ピンクの図

の中でほとんどが２倍から３倍と大きく増加していますが、一般廃棄物だけは０．９４倍になってい

ます。若干少なくなるが現実的には大きな問題は生じないと理解してよろしいでしょうか。 

○特定行政庁（鹿沼市建築指導課長） 今まで１３４．６０ｔという数字が出ていますが、近年、炉の

調子が悪く半分の５０％ぐらいしか稼動していませんでした。ですので、今回数字は減っていますが、

十分に間に合います。 

○議長 ということで、現状問題ないということです。ほかにございますか。 

 そのほかにはないようですので、本案件については、都市計画上支障がない旨を鹿沼市長に答申す

ることに関して御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 御異議がございませんので、本案件については、都市計画上支障がない旨、鹿沼市長に答申い

たします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長 それでは、第４号議案「宇都宮都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置に

ついて」を議題といたします。 
  この議案につきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第４号議案について御説明いたします。お手元の「議案書」の１０ペ

ージから１２ページまでが第４号議案でございます。「議案書」１２ページの位置図を御覧ください。 

本案件は、建築基準法第５１条ただし書きの規定によりまして、壬生町内の赤の区域において民間

事業者が計画する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、都市計画上支障がないかどうか御審議

いただくものでございます。 

第４号議案の詳細につきましては、特定行政庁の事務を所管しております栃木県県土整備部建築課

長から御説明いたします。よろしくお願いします。 

○幹事（栃木県建築課長） 建築課長の竹久保でございます。着座にて説明させていただきます。 

  それでは第４号議案について御説明いたします。「参考資料」５ページをお願いいたします。 

本案件は、壬生町におきまして産業廃棄物の焼却処理と廃油の中和処理を行う事業者が、操業の安

定を図るため、選別施設等を備えた保管庫を設置し、場内に待機場を増設すること等を目的に敷地の

拡張を行おうとするものでございます。 

資料左上の「位置図」を御覧ください。当該地の位置を赤で示しております。場所は東武宇都宮線

の壬生駅から南へ約１．５ｋｍに位置しておりまして、用途地域は工業の利便の増進を図る地域であ

る工業専用地域でございます。周辺には工場が多く立地しておりまして、本施設が周辺の土地利用に

支障を生じさせることはないものと考えております。 

当該地への主な搬入・搬出路ですが、位置図に黄色の線で示したものでございます。主要地方道宇

都宮栃木線、主要地方道小山壬生線などを使用いたしまして、敷地北側の壬生町道または敷地南側の
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栃木市道を経て、申請地に搬入・搬出することとしております。 

道路の幅員でございますが、最も幅員の狭い部分は敷地北側の壬生町道でございますが、最低でも

１０ｍの幅員が確保されている状況でございます。また、主要地方道宇都宮栃木線は通学路に指定さ

れている区間がございますが、両側に歩道が整備されております。 

次に、資料左下の「施設の概要」を御覧ください。 

事業者は、製造業、自動車産業等から排出される廃油を回収いたしまして、油水分離を行い再生重

油の販売を行うとともに、平成２６年８月からは、産業廃棄物である感染性廃棄物や汚泥等の焼却処

理を行っているところでございます。 

本施設における処理の主な流れでございますが、再利用が可能な廃油につきましては、油水分離を

行い再生重油として利用され、また産業廃棄物につきましては、焼却処理し、処理により発生した燃

え殻やばいじんは、再生骨材などに再利用されるか、埋め立てして最終処分されることになっており

ます。 

また、今回の計画で設置される選別施設におきまして、一部の金属くずや廃プラスチック類は選別

され、売却されることになります。 

既存の産業廃棄物処理施設は、一日の処理能力が、廃油の油水分離が１２０㎥、焼却は汚泥が   

１０５．７９２ｔ、廃プラスチック類が６８．２５６ｔなどでありますことから、平成２３年に建築

基準法第５１条ただし書きの許可を取得しております。 

なお、一般廃棄物である可燃ごみなどの焼却処理を行う計画がございまして、平成２８年に一般廃

棄物処理施設の建築基準法第５１条ただし書きの許可を得ていることから、資料の処理の流れにおい

ては一般廃棄物についても記載しているところでございます。 

次に、資料右側の「施設配置図」を御覧ください。 

処理施設の配置でございますが、現在の敷地は中央部の赤の破線で示した範囲で、灰色で示してい

るものが処理施設で、焼却炉が２炉と油水分離施設がございます。その他、廃棄物焼却発電設備棟や

事務所棟、保管庫などの既存の建築物が計８棟ございます。今回の計画は、北側と南側の赤の実線の

範囲の敷地を拡張しますとともに、拡張部分にございます既存の建築物３棟を、選別施設等を備えた

保管庫、倉庫並びに事務所棟として利用するものでございます。 

今回は処理能力の変更はございませんが、敷地を９，９９６．６７㎡から２０，４４３．１７㎡に

拡張しますことから、改めて建築基準法第５１条ただし書きの許可を取得するものでございます。 

なお、本施設の計画区域には、記載のとおり、宇都宮都市計画道路３・４・８号六美吾妻線の予定

区域がございますが、今回の計画では、建築物の位置が当該都市計画道路の区域に抵触しないとの確

認がなされておりまして、将来、都市計画道路が完成した場合におきましても土地利用上支障がない

ものと考えております。 

また、地元との調整につきましては、過去に壬生町及び地元住民団体と環境保全協定を締結してお

り、今回の変更内容については、当該地元団体に対し説明会を行い、了解を得ているところでござい

ます。 
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最後に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についてでございますが、焼却施設の設置の際に、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、騒音及び振動等に関する生活環境影響調査を実施して

おり、今回はこの調査をもとに騒音及び振動等について評価を行っております。評価の結果、いずれ

も基準等を下回っており、周辺地域の生活環境への影響は特に問題ないと考えております。 

以上のことから、本施設の敷地の位置につきましては、都市計画上支障がないものと考えておりま

す。 

第４号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様に審議を進めていただきたいと思いま

す。御質問や御意見はございますか。お願いいたします。 

○委員 ２点ほどお尋ねいたします。 

  まず１点目です。産業廃棄物処理施設の立地にあたっての周辺の地元同意についてですが、例えば

このケースのような工業専用地域の場合と、それ以外の、先ほど鹿沼市の案件について審議させてい

ただきましたが、市街化調整区域等の場合の、地元同意や協定締結の必要性等について、取り扱いが

少し違ったのではないかと思いますが、それについて教えていただきたいというのが１点です。 

  もう１点は、これもどちらかというと開発許可のほうになるかと思いますが、先ほど課長さんから、

計画区域内に都市計画道路の計画があるということです。都計道の計画地の上には建築物の予定はな

いということですが、仮に都市計画道路３・４・８号六美吾妻線が完成して供用開始されることにな

った場合、道路で上下に分断されることになると思います。調整池が道路の上側（北側）に位置する

ことになったときに、調整池は開発許可を受ける中で必要だということになったわけですが、それが

分断されることで例えば許可取り直しという話になるのか、それとも、ここは工業専用地域というこ

とでエリア全体でそういったものをクリアしていけるものなのか、確認させていただければと思いま

す。 

○幹事（栃木県廃棄物対策課長） 廃棄物対策課長の新井でございます。 

  地元同意の件ですが、工業専用地域については本来、地元の合意・協定は不要としておりますが、

この施設につきましては、企業者の努力によりまして地元と協定を締結しております。 

  また、市街化調整区域については、地元との協定・合意形成は義務づけとなっています。以上です。 

○幹事（栃木県都市計画課長） ２点目についてですが、都市計画道路ができて分断された場合の取り

扱いとして、とり直しになるのかどうかということかと思います。これについては、都計道をつくる

までの間、永久構造物的なものはもちろん築造させない形になりますが、都市計画道路の整備まであ

る程度の時間を要するものについては、仮設的なものは認めながらも、都計道を拡げることによって

物件等建物等が支障になる場合は、きちんと補償費を出して補償する形になってまいります。 

○事務局（栃木県都市計画課技術総括） 補足で御説明いたします。 

  今回、都市計画道路が敷地の中にあるわけですが、この都市計画道路ができた状態で調整池の設計

を踏まえて許可について検討する形になります。 

○議長 よろしいでしょうか。 
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○委員 はい。 

○議長 そのほかにいかがでしょうか。 

特段その他がなければ、本案件について、都市計画上支障がない旨を知事に答申することについて

御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 では、御異議がございませんので、本案件については、都市計画上支障がない旨を知事に答申

いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長 以上をもちまして、本日の議案の審議を終了いたします。本日、御審議いただきました議案に

つきましては、直ちに答申の手続をとりますので御了承願います。 

続きまして報告事項に移ります。 

報告事項第１号「栃木県都市計画区域マスタープラン専門委員会の調査検討状況」についてですが、

私が栃木県の都市計画区域マスタープラン専門委員会の委員長を務めておりますので、私からこれま

での専門委員会における調査検討状況について報告させていただきます。 

お手元の資料の「報告資料（参考資料）」を御覧ください。１ページに今年２月の第１７２回都市

計画審議会において知事から諮問がありました「次期栃木県都市計画区域マスタープランの策定にあ

たっての基本的な考え方」についての文書を用意しております。この諮問を受け、都市計画審議会と

しましては都市計画に関する学識経験者４名で構成する専門委員会を設置し、人口減少・超高齢社会、

環境への負荷低減などの課題に加えて、新技術による環境変化等々、多様な視点で都市づくりのあり

方について調査・検討を実施してきております。 

これまで、専門委員会を３月１日と６月７日の２回開催し、お手元にあります「とちぎの都市ビジ

ョン」及び都市計画区域マスタープランの見直しに向けて、現状と課題について整理いたしました。

今日は専門委員会の委員長として中間報告させていただきます。 

「報告資料（参考資料）」に基づいて説明させていただきます。 

４ページを御覧ください。「１ 人口減少・超高齢社会への対応」の「１）栃木県の人口及び人口構

成の将来推計」が記載されております。 

今年３月に国立社会保障・人口問題研究所が人口及び人口構成について将来予測を公表しておりま

す。これによりますと、本県の人口は、２００５年に２０１万人のピークを迎え、その後減少に転じ

ており、２０２５年には１８７万人に減少し、２０４５年には１５６万人まで減少すると推計されて

おります。これは１９７０年の人口規模とほぼ同程度になります。 

また、２０４５年には高齢化率が３７％となり、１０人に４人が高齢者になるものと推計されてお

ります。これは１９７０年と比較しますと実に４倍を超えることになります。本県の人口減少や高齢

化率は全国平均の水準とほぼ同じではございますが、若干、全国水準より早めに人口減少が進んでい

ると受けとめております。 

次に、５ページを御覧ください。２０４５年までの栃木県内各市町村の人口減少の状況について記
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載しております。主にＪＲ東北本線沿線とその他の地域で予測が若干異なっておりますが、前回の推

計と比較するとほとんどの市町で減少率が大きくなっていることがわかります。 

６ページを御覧ください。２０４５年までの県内各市町の高齢化率の状況ですが、高齢化率は各市

町村とも上昇し、全ての市町において高齢化率が２１％を超えており、定義に基づく「超高齢社会」

を迎えております。地域により状況は異なっておりますが、厳しい社会環境になるものと想定されて

おります。 

このような状況を踏まえ、報告第１号について説明したいと思います。報告資料の１ページ、「次

期栃木県都市計画区域マスタープラン策定に向けた問題と課題の整理」を御覧ください。 

左側が、現状の都市構造のまま推移した場合に想定される問題について整理したものです。 

先ほど御説明しました人口減少や超高齢社会を背景といたしまして、栃木県の人口及び人口構成の

将来予測結果に基づき、「人口密度の希薄化」や「高齢化率の上昇」が生じることになります。これ

により、現状の都市構造のまま推移した場合は、店舗や医療機関などの都市機能施設の利用者が減少

し、経営悪化や撤退など新規立地が非常に困難になると予想されます。また、住宅や商業施設などの

郊外立地に伴う市街地中心部の人口減少や、ネットショッピングなどのＥ－commerce の普及など近

年のライフスタイルの変化に伴う店舗の販売効率の低下なども生じると予測されております。 

これらを要因として、空き家や空きビル、空き地がランダムに生じるいわゆる「都市のスポンジ化」

現象が起こることになり、「都市機能の低下や市街地中心部の活力低下」を大きな１つ目の問題とし

て整理しております。 

また、地域によって人口の減少率は異なりますが、著しい人口減少による空き家・空き地の増加や、

それに伴い店舗や医療機関などの都市機能や公共交通等の日常生活サービスの低下が生じ、集落を維

持することが困難になってくる地域が生じることになり、それによる「コミュニティの維持困難」を

２つ目の問題として捉えております。 

さらに、本県は自動車の利用を前提とし、これまで住宅や店舗の郊外化が進んできております。一

方で公共交通の利用者は減少し、赤字路線が増加しております。これを補完するために公的費用の負

担は増加しており、今後さらなる利用者の減少や公共交通の衰退が考えられます。また運転できない

高齢者が増加し、買い物など自立した日常生活が困難となる、いわゆる交通弱者が増加することとな

り、「ネットワークの維持」が極めて大きな問題になります。これを３つ目の問題として捉えており

ます。 

また、高齢者の増加に伴い、医療や福祉などの社会保障費が増大し、高度成長期に整備された数多

くの社会資本の更新や維持管理にかかる予算が増加する一方、少子化により税収は減少しております。

また、都市の拡大による物流体系の非効率化なども生じており、官民両者における「都市経営コスト

の増加」を４つ目の大きな問題と捉えております。 

また、近年の気候変動とともに自然災害の頻発化、激甚化が世間で問題になっており、県民が安全

で安心して暮らせる災害に強い都市づくりや、災害が発生した際の減災や防災にも配慮した土地利用

が極めて重要となります。 
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また、今年４月には都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されまして、これまで１２だった用

途地域が、もう１つ増えて田園住居地域が追加されました。これまで宅地化すべきものとされていた

都市農地等が、保全されるものに位置づけられたことなども踏まえ、農林業との共生や自然環境や景

観の保全活用、地球温暖化や省エネルギー化への貢献も極めて重要な視点になっています。 

最後に、栃木県独自の魅力や強みについて少しお話しします。 

皆様御存じのように、東京圏に近く東北自動車道や北関東自動車道が交差する交通の要衝であり、

極めて恵まれた立地条件に本県はございます。産業の振興や、２０２０年に開催される東京オリンピ

ックを契機としたインバウンド、あるいは２０２２年には国体も実施されるなど、豊富な地域資源を

活かした観光等が今後も必要と考えております。 

以上のようなことを総じて、次期「都市計画区域マスタープラン」の策定に向けては、これまでと

同様の課題として「役割に応じた拠点の強化」「ネットワークの強化」「都市経営の効率化」、さらに

「とちぎの魅力や強みを活かした都市づくり」の４つに加えて、新しい課題として「新技術の活用」

を追加しております。これは、自動運転をはじめとするＩＣＴを活用したさまざまな技術革新が行わ

れておりまして、こういったものを踏まえて、５つの課題について今後の都市計画の方向性について

検討したいと思っているところでございます。 

なお、人口減少・超高齢社会に対応するためには、私が冒頭でお話しした立地適正化計画を今１１

市１町で策定しております。こういった考え方を念頭に都市機能の集積をさらに図り、鉄道の駅等の

公共交通の施設を十分活用して、都市間の連携強化や機能の充実を図っていくことが極めて重要であ

ると考えております。区域マスタープラン策定に向けての基本的な考え方について、今後さらに調

査・研究等を進めてまいる所存でございます。 

極めて駆け足ではございましたが、専門委員会でこれまで調査してきた内容の中間報告でございま

す。 

今の私の説明につきまして、皆様から御質問や御意見、御確認したいことがございましたらお願い

します。 

○委員 今の説明の都市づくりの課題の中で、「新技術の活用」という部分がございました。これから

急激に大きく様変わりしていくだろうという中で、どのような将来像をこの委員会では考えていらっ

しゃるのか、もう少し詳しく出していただければありがたいのですが。 

○議長 わかりました。今の御意見を専門委員会に伝えることといたします。 

  なお少しだけ私の感想を述べさせていただきますと、例えば自動運転につきましては、一昨年から

本県の中でも社会実験が進められており、全国的には今年度はニュータウンを中心とする社会実験が

始まるなど、新しい動きが大きく動いております。これは、現在の内閣の方針として、日本が海外に

向けて自動運転技術をはじめとする技術大国でありたいということで大きく動いている。本県もこう

いった動きを十分感知しながら、新しい技術を十分活用した形でまちづくりを進めていくべきだろう。 

  一方で、「コンパクト・プラス・ネットワーク」という大きな方針もございます。これまで抱えて

いる人口減少や高齢社会といったものとどのように新技術を折り合わせていくかというところは、こ
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れからの新しい課題という形で議論していくつもりでございます。 

  中身そのものは、多様な技術ですので、ここで一言ではなかなか申し上げられないのですが、いず

れにせよ、１０年、２０年先の栃木県のあり方を議論するわけですから、当然、１０年、２０年先の

技術まで想定しながら議論していくのが大前提になろうかと思っております。 

ほかにいかがでしょうか。 

 特になければ、今日は中間報告ということですので、今の御意見も踏まえながら、さらに議論を進

めていきたいと思っております。 

 では、今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） それでは、事務局から今後の予定について御説明いたします。今、

森本会長から報告いただきました「報告資料（参考資料）」とあります資料の１７ページを御覧く

ださい。 

  今年２月に諮問した際のスケジュールについては、同資料３ページに記載しておりますが、これ

までの２回の専門委員会の状況によりまして、栃木県都市計画区域マスタープラン（以降「区域マ

ス」とする）のスケジュールをこの中で見直してきております。 

  再度、資料１７ページを御覧ください。今後は、今年１０月ごろの都市計画審議会におきまして、

区域マスの全体像の基本的方向を示す都市ビジョンの改定案を提示し、来年２月ごろの都市計画審

議会において区域マス策定の基本的考え方について答申いただいた後に、都市ビジョンの改定及び

区域マスの策定作業を行ってまいります。 

  再来年度、区域マス策定案を都市計画審議会に付議いたしまして、再来年度末の３月ごろに決定

してまいりたいと考えております。 

  なお、今後も区域マス策定作業の進捗につきましては、この都市計画審議会に適宜報告しながら

進めてまいりたいと考えております。 

  説明は以上でございます。 

○議長 ただいまの説明について何か御質問はございますか。 

  御質問、御意見はないようですので、私から栃木県都市計画区域マスタープラン専門委員会の委員

について報告させていただきたいと思います。 

  皆さんのお手元に、現在の専門委員会の名簿が１枚で入っているかと思います。現在４人で実施し

ておりますが、私が今日、都市計画審議会の会長に選出されましたことから、今後の専門委員会につ

きましては辞任をさせていただきたいと考えております。 

  後任につきましては、都市計画の専門知識を有し、本都市計画審議会の前会長でもありました足利

大学の簗瀬範彦教授を推薦したいと思いますが、このことにつきまして、何か皆様から御意見はござ

いますか。 

  交代という形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。特段ないということですので、私は専

門委員を辞任させていただき、簗瀬教授には誠に恐縮ですが新たに専門委員になっていただくという

形をとりたいと思います。 
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  事務局の方から、簗瀬教授に専門委員就任についての御説明をお願いしたいと思います。 

○幹事（栃木県都市計画課長） はい、承知いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長 続きまして、報告第２号に移らせていただきます。「市町村の都市計画決定案件について」、事

務局から報告をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 報告第２号「市町村の都市計画決定案件」について御報告申し上げま

す。資料はお手元の「第１７３回栃木県都市計画審議会報告資料」を御覧願います。 

  表紙をめくって１枚目、報告案件の概要が記載されておりますが、平成３０年２月９日から平成 

３０年７月１８日までの間に、市町村が都市計画決定を行いました案件について御報告するものでご

ざいます。なお、平成３０年２月９日が前回審議会で、本日までの間の案件についての御報告となり

ます。 

次に２ページを御覧ください。こちらの表は、市町村ごとに都市計画決定の件数を計画種別ごとに

集計したものでございます。計の欄に記載しましたとおり、土地利用に関するものが６１件、都市施

設に関するものが７件、土地区画整理事業に関するものが２件、合計７０件の都市計画決定がなされ

ております。 

  なお、それぞれの計画の概要につきましては３ページ目から８ページ目に、位置図については９ペ

ージ目以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。 

以上をもちまして本日の議事を全て終了いたします。皆様の御協力で極めて円滑に議事が進められ

たことを感謝したいと思います。御審議どうもありがとうございました。 

では、私の議事進行を事務局にお返しいたします。 
○事務局 以上をもちまして本日の審議会を閉会いたします。 

なお、本日用意いたしました資料が不要な場合には、そのまま机の上に置いていただいて結構です。 

本日は大変ありがとうございました。 

午後２時４５分 閉会 


